入　札　説　明　書

１　委託内容

(1) 業務名
令和７年度夏の特別展　展示資料輸送等業務
(2) 業務内容

「令和７年度夏の特別展　展示資料輸送等業務　仕様書」（以下「仕様書」という）に定めるとおり
(3) 履行期間
契約締結日から令和７年１０月１５日まで
(4) 履行場所
仕様書で定めるとおり
２　事務担当部局の名称及び所在地

令和７年度夏の特別展実行委員会事務局　担当：深田
（北九州市立自然史・歴史博物館普及課内）
〒805-0071　北九州市八幡東区東田二丁目４番１号　
電　話　　　０９３－６８１－１０１１
ＦＡＸ　　　０９３－６６１－７５０３
電子メール　fukata_s@kmnh.jp
３　競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項又は北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項の有資格業者名簿に記載されていること。
(3) 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 法人税及び事業所所在地における地方税（法人住民税、事業税等をいう。）が未納でないこと。
４　競争入札参加資格の喪失

入札参加者が受託者特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合は、本入札の参加資格を喪失するものとする。この場合、入札参加者に対して入札参加資格を失った旨及びその理由を文書にて通知する。

 (1) 「３　競争入札参加資格」に規定する参加資格の要件を満たす者でなくなったとき。
(2) 不正な利益を図る目的で令和７年度夏の特別展実行委員会の委員等と接触したとき。
(3) 入札説明書に違反したとき。

(4) その他公平な競争の妨げとなる行為及び事実があったと令和７年度夏の特別展実行委員会が判断したとき。

５　競争入札参加申出書の提出と競争入札参加資格の確認

この一般競争入札に参加希望する者は、下記の書類を所定の期日までに提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、開札日の前日までの間に、令和７年度夏の特別展実行委員会から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
競争入札参加申出書は、本説明書公開の日から令和７年６月５日まで博物館ホームページ等において交付する。
(1) 提出書類　競争入札参加申出書
(2) 提出場所　北九州市自然史・歴史博物館普及課
(3) 提出期限　令和７年６月５日　午後５時
５　仕様書等に関する事項
(1) 仕様書等は、本説明書公開の日から令和７年６月５日まで博物館ホームページ等において交付する。

(2) 仕様書等に質問がある場合は、下記の書類を期日までに電子メール又はＦＡＸにより提出すること。

ア　提出書類　入札質問書
イ　提出場所　令和７年度夏の特別展実行委員会
（北九州市立自然史・歴史博物館普及課内）
ウ　提出期限　令和７年６月１０日　午後５時

(3) (2)の質問に関する回答書は、令和７年６月１１日までに入札参加者全員に電子メール又はＦＡＸにて送付する。
６　入札に関する事項
(1) 入札方法
ア　総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
イ　電送及び郵送による入札は、認めない。
ウ　開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。
エ　入札執行回数は、２回を限度とする。

(2) 入札の日時及び場所
ア　日時　令和７年６月１３日　午前１０時
イ　場所　北九州市立自然史・歴史博物館１階会議室（北九州市八幡東区東田二丁目４番１号）
(3) 入札書の様式
令和７年度夏の特別展実行委員会指定の様式とする。
(4) 入札の手順等
本書に定めるもののほか、別添の「入札心得」による。
７　その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金　入札金額の１００分の５以上。ただし、北九州市契約規則（以下「契約規則」という。）第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

イ　契約保証金　契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(2) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア　競争入札参加資格のない者がした入札

イ　申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

ウ　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
(3) 落札者の決定方法
契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格以下で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(4) 契約書の作成
ア　契約締結は、落札が決定した日より５日以内とする。

イ　契約書は２通を作成のうえ、令和７年度夏の特別展実行委員会及び契約の相手方（以下「受注者」という。）が各１通を保有するものとし、まず受注者が契約書に記名押印し、当該契約書の提出又は送付を受けて、令和７年度夏の特別展実行委員会代表者がこれに記名押印した後、受注者に当該契約書１通を送付する。
(5) 入札参加者及び受注者が、この契約に関して要した費用については、すべて入札参加者及び受注者が負担する。
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